
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

発行・編集 見晴台自治会事務局 

自 
だ よ り 

・  
・  
・  
・  
・  

見晴台住民数 

(2025 年 5 月 1 日現在) 

男性 2,012人（前月比－1人） 
女性 2,172人（前月比－8人） 
合計 4,184人（前月比－9人） 

6 月の資源回収日 

  7日(土) 

 21日(土) 

6 月の行事予定 
 

4 水 事務局員駐在日 

6 金 19:00運営委員会 

7 土  8:30資源回収 

事務局員駐在日 

11 水 事務局員駐在日 

13 金 19:00役員会 

14 土 事務局員駐在日 

15 日 焼肉参加申込締

め切り 

18 水 事務局員駐在日 

21 土  8:30資源回収 

 9:00花壇整備 

自治会だより原

稿締め切り 

事務局員駐在日 

22 日 11:30-13:00焼肉

交流会 

25 水 15:00自治会だよ

り編集会議 

事務局員駐在日 

28 土  9:00-12:00自治

会だより配布 

事務局員駐在日 
 

事務局員駐在時間 
水：13:00～16:00 
土： 9:00～12:00 

 
 会費納入のほか、自治会
活動に関するご意見・相談
などお気軽にお立ち寄り
ください。 

自治会だよりの紙面構成変更 
  
 この 6月号より見晴台自治会だよりの紙面構成を変更しました。 
 読みやすい字体を使い、行事予定を一か所にまとめ、写真を増や
し、記事ごとに枠で囲む等々の変更をしました。 
 また、新コーナーとして「みはらしだいクイズ」を始めます。 
 お子さんから大人まで、わがまち見晴台をより深く知るきっかけ
となり、またご家庭での話題に加えていただければ幸いです。 
 なお、答えの応募や解説はホームページと連動していきます。 

[事務局] 

みはらしだいクイズ #1  答えの応募はホームページから。正解は自治会だより 7 月号で発表します。 
 みはらしだいにこうえんはいくつある？（もとえべつりょくちをのぞく） 3 つ、5つ、7つ 

2025 年 6 月 
364 号 

〒067-0042 
江別市見晴台 54-5 見晴台自治会館 
Tel 011-378-9884 
URL https://miharashidai.jp 

焼肉交流会 6 月 22 日（日）11:30 から実施 
  
 参加希望される方は、6 月 15 日（日）までに申
し込みください。 
 当日はジンギスカンを食べながら、参加者同士歓
談し楽しいひと時を過ごしましょう。 
 詳細は自治会だよりとともに配布しました参加申
込書に必要事項を記入し、見晴台自治会館郵便受け
に投函してください。（尚、ホームページからも申
込できます） 
 皆さんの参加をお待ちしています。 

［事業推進部］ 

健康福祉部の活動にご協力を 
  
 健康福祉部に新しいメンバーが加わり、新体制で民生委員ととも
に見守り活動を始めます。 
 災害時避難行動要支援者及び支援を必要とされる方や、支援員の
方々のお宅に、新年度のご挨拶で電話または訪問させていただきた
いと思います。 
 その際に、以前の記載から変更した事柄がございましたらお聞か
せ願います。 
 お力になれることがあれば幸いです。 

[健康福祉部] 

見 晴 台 
治 会 

https://miharashidai.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今月の写真 
  

 

ホームページではさらに多くの写真を大きなカラーでご覧いただけます。 

花壇の花苗植え付けと自治会館内の清掃 
 
 ５月２４日（土）自治会館花壇に花苗植え付けと、自治会館内の清掃が行われました。 
 ８０名の自治会会員の皆様にお手伝いいただき、ありがとうございました。 
 花壇の花苗植え付けは、区ごとに担当する区画を耕し、今年は有機肥料をすき交ぜ、花壇全体
で９２１株の花苗を植え付けを行いました。 
 １０月まで月１回の雑草取りなど花壇整備を実施しますので宜しくお願いします。 
 又、花苗植え付けと同時に自治会館内の清掃と窓ふきなどが行われ、改装された見晴台自治会
館の内外ともに大変きれいになりました。 
 次回、自治会館花壇整備は『６月２１日』（土曜日）午前 9 時から実施しますので宜しくお願い
します。 

[生活環境部] 

見晴台シルバークラブに加入を！！ 
  
 今年でシルバークラブは 38 年になります。 
 設立当時は 100 名以上の会員でしたが、年々高齢化が進み、加えてコロナ禍となり、休会によ
る 3年間の活動中止のうちに退会する方達、体調をくずし退会する方達で、現在では 50 名ほどに
なりました。 
 ❝行事・会合等に参加し親睦を深め、友愛と信頼に根ざした仲間づくりに励み、地域に密着した
活動をしましょう❞という方針で活動をしております。 

 
★活動＝＊新年会・総会・例会・誕生会・観桜会・観楓会 
    ＊春と秋年 2回の日帰り親睦旅行 
    ＊4月～11 月まで月 2回公園のゴミ拾い 
    ＊江高連の行事に参加・協力 
★楽しいサークル＝カラオケの会、銀卓会（麻雀）、パークゴルフ、豊和会（着物リメイク等） 
★会費＝年 2,000 円 

 
 会館内行事には、役員、会員による手作り料理等でのおもてなしと、わいわいおしゃべり、ゲ
ーム、カラオケ、出前講座、演奏会等々で楽しい一日を過ごしております。 
 何かとひきこもりになりがちですが、少しでも多く外出することも健康維持の一つになります。 
 隣近所お誘いあって、地域の交流に三々五々集まり、仲間作りをしませんか？ 
 会員一同お待ちしております。 

連絡先 シルバークラブ会長 佐藤久美子 電話：381-9395 
 

5 月 24 日の花壇の花苗植え付け 5 月 24 日の自治会館内の清掃 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

仮想体験ツールで学ぶ 

SNS 型投資・ロマンス詐欺及び闇バイト 
  
 大阪府警察が作成し、公開している「SNS 型投資・ロマンス詐欺及び闇バイト」を体験できるツ
ールを紹介します。 
 以下は大阪府警察のホームページからの転載です。（転載は大阪府警察の許可をいただいていま
す） 
 
 多発する SNS 型投資・ロマンス詐欺被害や、社会問題となっている闇バイトへの 加担を防止す
るため、気軽に手口を学ぶことができる仮想体験ツールを大阪府立都島工業高等学校の皆さんに
制作していただきました。 
 

1. 体験してみたい場面の下記二次元コードを読み取り LINEを開く 
2. 「友だち追加」をする 
3. トーク画面を開く 
4. 「体験ボタン」を押すと体験スタート！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 大阪府警察のホームぺージは 
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/snssagi/20935.html をご参照ください。 
 
 
 スマホ操作に不安のある方は、スマホに詳しい方と一緒に体験することをお勧めします。 
 見晴台自治会では、ご自身のスマホで操作するのが心配な方向けに、自治会で用意したスマホ
で体験できる「詐欺に遭わないための体験会（無料・スマホ不要）」を 7月中に開催します。 
 自治会だより 7月号で日程などをご案内いたします。 
 ご近所お誘いあわせの上でぜひご参加ください。 

[事務局] 
 
 
 

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/snssagi/20935.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私は現在、江別市総務部で市史・行政資料

担当専門員をしています。職務柄、市役所の

色々な部署から昔の江別のことについて問い

合わせを受けることがあります。 

昨年の秋、市有財産を所管している課の担

当者から『工業団地内の＜対雁の森＞を工業

用地として活用する方針になり、議会に報告

する必要もあるので、そもそもどういう経緯

で市有地になったのか調べてほしい。』と依頼

が舞い込みました。 

市有財産には、行政財産と普通財産の二種

類があり、当時この森（地目は山林）は行政財

産中の公共用財産（学校）＝教育財産とされ、

用途は対雁小の学校林でした。 

 私の娘が対雁小に通っていた十数年前、『今

日は対雁の森に行ってきたよ。』と話していた

のを思い出しました。私が『それってどこに

あるの？』と尋ねると、『学校の横の大きな道

路を北の方に行って、川を越えてから左に曲

がって、ずっと奥に行ったところ。』とのこと。

環境学習の一環で以前から行われているよう

だったのですが、当時は深く詮索することは

しませんでした。 

 それが、まさか十数年後に自分が質問をさ

れる側になろうとは、本当に世の中の巡り合

わせというのは不思議なものです。 

 

対雁小児童が学んだ“対雁の森” 
７区５班 齊 藤 俊 彦 

対雁小 

《対雁の森》位置図 
国土地理院空中写真 CHO20201-C3-18（2020 年）に加筆 

 さて、本題の「対雁の森」ですが、元々は対

雁の篤農家で大地主の松川七蔵さんという方

が昭和１５年の皇紀２,６００年を記念して 

何か公益に役立つことをしよ

うと思い立ち、同１７年に角山

７３番地に所有していた２町

歩の山林を対雁小学校の学校

林として当時の江別町に寄付

したのが由緒となっています。 

 学校林というのは、そこから

産出される薪炭(しんたん)を売却して学校の

校舎の維持費や備品の購入費に充てることを

目的とした林で、これが田の場合には学田と

いいます。 

 対雁小学校の沿革誌には、過去に何度も植

林を行い、成長した木を売却して学校備品購

入などに充てた記録がみえます。 

 こうした役割がいつから変わったか不詳で

すが、近年の対雁小では環境学習の一環とし

て５年生の児童全員が「総合的な学習の時間」

を利用して学校から約２ｋｍ離れた森までバ

スで行き、樹種を調べたり樹高を計測したり

して実地に学んできています。 

 ただ、対雁の森は上

記の市の方針に沿って

議会に報告の上、今年

３月末日で学校林を解

除し教育財産から普通

財産に転換したため、

対雁小では今年度以降

は見晴台公園の林を代

替の学校林に充てて環

境学習に利用していく

そうです。 

＊松川七蔵の肖像出典：『江別市大観』（1955 年） 

 

 

 

松川七蔵 

対雁の森（4.28 筆者撮影） 

見晴台自治会ホームページで、図と写真を拡大カラー版でご覧いただけます。 

https://miharashidai.jp/wp-content/jichikaidayori/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A2025%E5%B9%B46%E6%9C%88%E5%8F%B7%E5%AF%BE%E9%9B%81%E3%81%AE%E6%A3%AE%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E5%9B%B3.jpg
https://miharashidai.jp/wp-content/jichikaidayori/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A2025%E5%B9%B46%E6%9C%88%E5%8F%B7%E5%AF%BE%E9%9B%81%E3%81%AE%E6%A3%AE.jpg
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